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目黒区立住区会議室の指定管理者の候補者の選定結果について 

 

 目黒区立住区会議室について、目黒区立住区会議室指定管理者選定評価委員会での選定結果をもと

に、以下のとおり指定管理者を特命により指定する。 

 

１ 指定管理者の概要 

（１）施設の名称及び指定する団体 

番号 施設の名称 指定する団体 備 考 

１ 目黒区立駒場住区会議室 駒場住区住民会議  

２ 目黒区立菅刈住区会議室 菅刈住区住民会議  

３ 目黒区立東山住区会議室 東山住区住民会議  

４ 目黒区立烏森住区会議室 烏森住区住民会議  

５ 目黒区立中目黒住区会議室 中目黒住区住民会議  

６ 目黒区立田道住区会議室 田道住区住民会議  

７ 目黒区立田道住区三田分室住区会議室   〃  

８ 目黒区立下目黒住区会議室 下目黒住区住民会議  

９ 目黒区立不動住区会議室 不動住区住民会議  

１０ 目黒区立上目黒住区会議室 上目黒住区住民会議  

１１ 目黒区立油面住区会議室 油面住区住民会議  

１２ 目黒区立五本木住区会議室 五本木住区住民会議  

１３ 目黒区立鷹番住区会議室 鷹番住区住民会議  

１４ 目黒区立月光原住区会議室 月光原住区住民会議  

１５ 目黒区立向原住区会議室 向原住区住民会議  

１６ 目黒区立碑住区会議室 碑住区住民会議  

１７ 目黒区立原町住区会議室 原町住区住民会議  

１８ 目黒区立大岡山東住区会議室 大岡山東住区住民会議  

１９ 目黒区立大岡山西住区会議室 大岡山西住区住民会議  

２０ 目黒区立中根住区会議室 中根住区住民会議  

２１ 目黒区立自由が丘住区会議室 自由が丘住区住民会議  

２２ 目黒区立自由が丘住区宮前分室住区会議室   〃  

２３ 目黒区立八雲住区会議室 八雲住区住民会議  

２４ 目黒区立東根住区会議室 東根住区住民会議  

 

（２）指定期間 

   平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日（５年間） 

 

２ 選定方法 

   「目黒区立住区会議室指定管理者選定評価委員会設置要綱」に基づき設置された目黒区立住区会

議室指定管理者選定評価委員会（別表）において、指定期間中の運営評価結果の状況・管理運営

計画書等により指定する団体の適格性等について総合的な評価を行った。 
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３ 選定の概要 

（１）評価基準 

  

Ⅰ サービスの実施に関する事項 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１．施設の適正な管理運営 

  

  

（１） 施設の特性（構成・規模）を踏まえた運営が行えるものとなっているか。 

（２） 建物や備品を適正に管理して施設の機能を十分発揮できるものとなっているか。 

２．施設利用の利便性向上への取り組み 

  

  

（１） 利用者のトラブル・苦情が適切に処理されるものとなっているか。 

（２） 高齢者、子どもなど多様な利用者への対応が考慮されるものとなっているか。 

３．利用者の満足度向上への取り組み 

  

  

（１） 利用者満足度向上に積極的に取り組み、施設利用者・来館者から満足度の高い評価を得るものと

なっているか。 

（２） 区民・利用者の声を反映できるものとなっているか。 

４．従事者の技術や接遇を向上させる体制 

  
（１） 受付事務の正確性や迅速化の確保、よりよい窓口対応に向けた取組みを行うものとなっている

か。 

 

Ⅱ 経営能力に関する事項         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１．良好な施設・設備の維持への取り組み 

  

  

（１） 施設・設備の維持管理等についてのマニュアル・資料があり、従事者に周知されるものとなってい

るか。 

（２） 施設・設備の保守管理が適切に行われるものとなっているか。 

２．危機管理・安全対策への取り組み 

  

  

  

（１） 従事者の安全管理に関する技能・意識の向上が確保されるものとなっているか。 

（２） 施設の安全管理が確保されるものとなっているか。 

（３） 危機管理体制が確立されるものとなっているか。 

３．適正な執行体制の確保及び法令等の遵守 

  

  

（１） 組織運営が適切に行われるものとなっている。 

（２） 業務に関する法令等を従事者が理解し、遵守するものとなっている。 

４．情報管理の取り組み 

  （１） 個人情報保護・情報公開など、情報管理が適切に行われるものとなっているか。 

５．管理運営の効率化 

  （１） 施設を効率的に運営する努力が図られるものとなっているか。 

 

Ⅲ 施設の効用を高める事項   

 
（１） 地域のコミュニティ形成に資するよう会議室を活用するものとなっているか。 

（２） 住区センター施設全体を有効活用するものとなっているか。 
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（２）評価結果 

   Ａ：求める水準を超えている  Ｂ：求める水準を満たしている  Ｃ：改善が必要である 

施設の名称 サービスの

実施に関す

る事項 

経営能力

に関する

事項 

施設の効

用を高め

る事項 

総合評価 

目黒区立駒場住区会議室 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ 

目黒区立菅刈住区会議室 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ 

目黒区立東山住区会議室 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

目黒区立烏森住区会議室 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

目黒区立中目黒住区会議室 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

目黒区立田道住区会議室 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

目黒区立田道住区三田分室住区会議室 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ 

目黒区立下目黒住区会議室 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

目黒区立不動住区会議室 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

目黒区立上目黒住区会議室 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ 

目黒区立油面住区会議室 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

目黒区立五本木住区会議室 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

目黒区立鷹番住区会議室 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 

目黒区立月光原住区会議室 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ 

目黒区立向原住区会議室 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

目黒区立碑住区会議室 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

目黒区立原町住区会議室 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

目黒区立大岡山東住区会議室 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ 

目黒区立大岡山西住区会議室 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

目黒区立中根住区会議室 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

目黒区立自由が丘住区会議室 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

目黒区立自由が丘住区宮前分室住区会議室 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

目黒区立八雲住区会議室 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

目黒区立東根住区会議室 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

 ※評価の内訳は（別表１）のとおり。 

 

○選定理由 

  住区会議室は、「住区センターの設置および管理の基本に関する条例」及び「住区会議室条例」

により、コミュニティの形成に資するよう管理することが求められている。 

現在は「指定管理者制度活用の基本方針」（平成 17 年 1月制定、平成 20年 5 月最終改定）に基

づき、住区住民会議が平成 26年度から 30年度まで 5年間指定管理を行っており、今回の選定にお

いても、住区会議室の特性・設置目的を鑑みて現在の指定管理者である住民会議を被選定者とした。 

選定にあたっては、サービスの実施に関する観点、経営能力に関する観点及び施設の効用を高め

る観点で、各施設における取組の特徴を確認しつつ、これまでの指定期間中の運営評価結果の状況

を踏まえるとともに、今後の取組の姿勢を併せて総合的に評価し、指定管理者として適切であると

判断した。 

以  上 
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（別表） 

目黒区立住区会議室選定評価委員会構成（敬称略） 

 氏   名 備   考 

委員長 村 田 正 夫 区民生活部長 

副委員長 秋 丸 俊 彦 産業経済部長 

委員 堀 井 清 之  学識経験者 

委員 彦 坂 孝 志 コミュニティ活動に実績のある者 

委員 小 林 雅 子 コミュニティ活動に実績のある者 

 


